
《
判
例
研
究
》

　　
  
一
般
廃
棄
物
多
量
排
出
事
業
所
リ
ス
ト
と
法
人
情
報
該
当
性

　　　

大
阪
地
判　

平
成
一
五
年
八
月
八
日

　

平
成
一
四
年
（
行
ウ
）
第
一
三
四 
号 

（
１
）

　

認
容
・
確
定

 

　

小　

林　

直　

樹　
　

【
事
実
の
概
要
】

　

守
口
市
住
民
で
あ
る
原
告
が
、
守
口
市
情
報
公
開
条
例
（
以
下
「
本
件
条 
例 
」）
に
基
づ
き
、
被
告
守
口
市
市
長
に
対
し
て
平
成
一

（
２
）

二
年
度
お
よ
び
平
成
一
三
年
度
の
一
般
廃
棄
物
多
量
排
出
事
業
所
リ
ス
ト
（
以
下
「
本
件
各
文
書
」）
の
開
示
請
求
を
し
た
と
こ
ろ
、

「
事
業
所
名
」
お
よ
び
「
所
在
地
」
が
本
件
条
例
六
条
三
号
の
法
人
等
事
業
情
報
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
に
非
開
示
決
定
が
下
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
そ
の
取
消
し
を
求
め
た
。

　

な
お
、
本
件
各
文
書
は
、
一
般
廃
棄
物
の
収
集
運
搬
業
の
許
可
申
請
業
者
が
守
口
市
に
許
可
申
請
書
を
提
出
し
た
際
に
添
付
し
た
作

業
対
象
者
名
簿
を
基
に
し
、
同
市
の
ご
み
減
量
推
進
課
が
作
成
し
た
一
日
当
た
り
1
0
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
一
般
廃
棄
物
を
排
出
す

る
事
業
所
の
リ
ス
ト
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、「
事
業
系
一
般
廃
棄
物
排
出
量
」
と
の
見
出
し
の
下
、
許
可
申
請
業
者
の
得
意
先
で
あ
る
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「
事
業
所
名
」
お
よ
び
「
所
在
地
」、「
排
出
量
」、「
収
集
運
搬
業
者
」
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。

【
争
点
】

　

本
件
事
案
の
争
点
は
次
の
三
点
で
あ
る
。

一
�
本
件
各
公
文
書
中
の
「
事
業
所
名
」
お
よ
び
「
所
在
地
」
の
開
示
に
よ
り
、
一
般
廃
棄
物
の
収
集
運
搬
業
の
許
可
申
請
業
者
が
、

他
の
同
種
の
競
合
業
者
と
の
関
係
で
、
公
正
な
競
争
の
条
件
を
侵
害
さ
れ
る
か
。

二
�「
事
業
所
名
」
お
よ
び
「
所
在
地
」
の
開
示
に
よ
り
、
個
々
の
当
該
事
業
所
の
ゴ
ミ
減
量
、
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
の
努
力
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
多
量
排
出
事
業
所
と
い
う
だ
け
で
当
該
事
業
者
が
環
境
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
な
い
か
関
心
を
寄
せ
な
い
か
の
印
象
を

社
会
に
与
え
、
事
業
所
の
社
会
的
評
価
の
低
下
を
も
た
ら
す
か
。

三
�
事
業
所
が
許
可
申
請
手
続
等
に
関
与
し
え
な
い
状
況
下
に
お
い
て
、「
事
業
所
名
」
お
よ
び
「
所
在
地
」
が
開
示
さ
れ
た
場
合
、

一
般
廃
棄
物
運
搬
処
理
業
の
許
可
申
請
業
者
と
事
業
所
と
の
信
頼
関
係
が
失
わ
れ
る
か
。

【
判
旨
】

1　

本
件
条
例
六
条
三
号
「
当
該
事
業
に
関
す
る
情
報
」
の
該
当
性

「
本
件
各
文
書
は
、
一
日
当
た
り
1
0
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
一
般
廃
棄
物
を
排
出
し
て
い
る
事
業
所
の
事
業
所
名
と
排
出
量
、
当
該

事
業
所
と
契
約
を
し
て
い
る
収
集
運
搬
業
者
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
収
集
運
搬
業
者
の
事
業
に
関
す
る
情
報
が
記

載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
」
で
あ
り
、
本
件
条
例
六
条
三
号
に
定
め
る
法
人
等
の
「
当
該
事
業
に
関
す
る
情
報
」
に
あ

た
る
。
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「
守
口
市
情
報
公
開
制
度
手
引
書
」
に
よ
る
と
、
本
件
条
例
六
条
三
号
に
定
め
る
非
開
示
情
報
に
該
当
す
る
と
言
う
た
め
に
は
、「『
保

護
さ
れ
る
べ
き
利
益
が
実
質
的
に
保
護
に
値
す
る
も
の
か
ど
う
か
』『
予
想
さ
れ
る
「
お
そ
れ
」
や
「
支
障
」
に
は
、
高
い
蓋
然
性
、

客
観
性
、
具
体
性
が
あ
る
か
』『
非
公
開
と
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
弊
害
は
な
い
か
』『
非
公
開
と
す
る
必
要
性
と
、
公
開
す
る
こ
と
の

公
益
性
と
の
比
較
衡
量
に
よ
り
、
い
ず
れ
の
重
要
度
が
高
い
と
判
断
さ
れ
る
か
』
と
い
っ
た
諸
点
に
つ
い
て
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
旨
の
答
申
趣
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
」。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、「﹇
本
件
条
例
六
条
三
号
﹈
に
当
た
る
と
い
う
に
は
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
現
実
に
不
利
益
を
与
え
る
蓋
然
性
な

い
し
危
険
性
が
具
体
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
、
こ
れ
を
理
由
に
非
公
開
と
す
る
た
め
に
は
相
当
強
い
蓋
然
性
の
根
拠
を

要
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」。

2　

争
点
一
に
つ
い
て

　
「
被
告
は
、
事
業
所
名
及
び
所
在
地
を
公
開
す
る
と
、
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
の
許
可
申
請
者
間
の
公
正
な
競
争
の
条
件
が
侵

害
さ
れ
る
旨
を
主
張
す
る
」。

　
「
事
業
所
の
規
模
や
大
ま
か
な
事
業
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
一
般
廃
棄
物
の
量
を
一
定
程
度
（
…
）
排
出
す
る
可
能
性
が

あ
る
か
否
か
を
う
か
が
え
る
」。
許
可
申
請
業
者
は
守
口
市
内
で
営
業
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
自
己
の
営
業
区
域
で
あ
る
守

口
市
で
は
、
公
開
さ
れ
た
資
料
や
建
物
の
外
観
等
に
よ
り
把
握
で
き
る
各
事
業
所
の
規
模
や
大
ま
か
な
事
業
内
容
か
ら
、
一
般
廃
棄
物

を
一
定
程
度
以
上
排
出
す
る
可
能
性
の
あ
る
事
業
所
を
概
ね
把
握
し
、
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
推
認
さ
れ
る
」。

非
開
示
部
分
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
許
可
申
請
業
者
が
、
特
定
の
事
業
所
の
一
般
廃
棄
物
排
出
量
が
一
日
当
た
り
1
0
0
キ

ロ
グ
ラ
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
当
該
事
業
所
と
の
契
約
獲
得
を
巡
る
不
公
正
な
競
争
が
新
た
に
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発
生
す
る
蓋
然
性
な
い
し
危
険
性
が
存
す
る
も
の
と
一
概
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
蓋
然
性
な
い
し
危
険
性
が
具
体

的
に
存
す
る
も
の
と
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
も
な
い
」。

3　

争
点
二
に
つ
い
て

　
「
被
告
は
、
事
業
所
名
及
び
所
在
地
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
事
業
所
の
社
会
的
評
価
の
低
下
を
も
た
ら
す
旨
種
々
主

張
す
る
」。

　
「
一
般
廃
棄
物
を
多
量
に
排
出
す
る
か
否
か
は
、
当
該
事
業
所
の
規
模
や
業
種
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

…
多
量
排
出
事
業
所
の
事
業
所
名
及
び
所
在
地
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
ち
に
当
該
事
業
所
が
環
境
問
題
に
取
り
組
ん
で
い

な
い
と
か
、
関
心
を
寄
せ
て
い
な
い
と
の
批
判
を
受
け
た
り
、
い
わ
れ
の
な
い
風
評
を
流
さ
れ
た
り
し
、
あ
る
い
は
、
消
費
者
に
よ
る

不
買
運
動
等
が
起
こ
さ
れ
る
蓋
然
性
な
い
し
危
険
性
が
存
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
蓋
然
性
な
い
し
危
険
性
が
具
体

的
に
存
す
る
と
認
め
る
に
足
る
証
拠
も
な
い
。

　

結
局
、
被
告
の
主
張
は
…
お
そ
れ
が
抽
象
的
に
は
存
す
る
こ
と
を
い
う
に
過
ぎ
な
い
」。

4　

争
点
三
に
つ
い
て

　
「
被
告
は
、
事
業
所
に
と
っ
て
は
許
可
申
請
手
続
等
に
つ
い
て
関
与
し
え
な
い
状
況
下
で
、
多
量
排
出
業
者
と
し
て
事
業
所
名
を
公

開
す
る
こ
と
は
、
一
般
廃
棄
物
運
搬
処
理
業
の
許
可
申
請
業
者
と
事
業
所
と
の
信
頼
関
係
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
旨
を
主
張
す
る
」。

　
「
一
般
廃
棄
物
を
多
量
に
排
出
す
る
か
否
か
は
、
当
該
事
業
所
の
規
模
や
業
種
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

に
照
ら
せ
ば
、
本
件
各
文
書
中
、
事
業
所
名
及
び
そ
の
所
在
地
を
公
開
す
る
こ
と
が
、
直
ち
に
上
記
許
可
申
請
業
者
と
当
該
事
業
所
と
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の
信
頼
関
係
を
失
わ
せ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
し
、
そ
の
蓋
然
性
な
い
し
危
険
性
が
具
体
的
に
存
す
る
も
の
と
認
め
る
に
足
る
証
拠
も

な
い
」。

【
考
察
】

は
じ
め
に
―
―
問
題
の
所
在

　

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
産
業
廃
棄
物
の
不
法
な
投
棄
や
処
理
に
よ
る
環
境
汚
染
お
よ
び
健
康
被
害
が
社
会
問
題
化
し
た
こ
と
か
ら
、

産
業
廃
棄
物
と
そ
の
処
理
場
に
対
す
る
市
民
の
関
心
が
高
ま
り
、
行
政
は
そ
の
対
応
に
追
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
で
は

家
庭
や
事
業
所
な
ど
か
ら
排
出
さ
れ
る
一
般
廃
棄 
物 
や
そ
の
処
分
場
に
対
し
て
も
衆
目
が
集
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
産
業
廃
棄
物

（
３
）

と
同
様
に
、
一
般
廃
棄
物
も
環
境
や
健
康
被
害
の
原
因
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
例
と
し
て
、
一
般
廃
棄
物

処
分
場
が
水
源
近
く
に
設
置
さ
れ
た
場
合
に
水
源
の
汚
染
が
起
こ
り
う
る
こ
と
や
、
一
般
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
の
設
置
に
よ
り
人
体
に

有
害
な
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
に
よ
る
大
気
汚
染
が
起
こ
り
う
る
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ 
う 
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
に
、
住
民
は

（
４
）

産
業
廃
棄
物
の
ほ
か
、
一
般
廃
棄
物
に
関
連
す
る
情
報
の
公
開
を
求
め
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

　

本
件
事
案
は
、
一
般
廃
棄
物
に
係
る
情
報
公
開
訴
訟
で
あ
る
が
、
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
前
示
の
通
り
守
口
市
の
ご
み
減
量
推
進
課

が
作
成
し
た
一
日
当
た
り
1
0
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
一
般
廃
棄
物
を
排
出
す
る
事
業
者
リ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
た
「
事
業
所
名
」
お
よ

び
そ
の
「
所
在
地
」
の
開
示
で
あ
っ
た
。
本
件
事
案
で
は
、
係
争
情
報
で
あ
る
「
事
業
所
名
」
お
よ
び
「
所
在
地
」
が
開
示
さ
れ
た
場

合
に
、
一
般
廃
棄
物
の
収
集
運
搬
業
の
許
可
申
請
業
者
の
公
正
な
競
争
の
条
件
が
害
さ
れ
る
か
、
一
般
廃
棄
物
を
多
量
に
排
出
す
る
こ

と
が
明
ら
か
と
な
り
当
該
事
業
所
に
対
す
る
風
説
に
よ
り
社
会
的
評
価
が
低
下
す
る
か
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
で
、
一
般

廃
棄
物
運
搬
処
理
業
の
許
可
申
請
業
者
と
事
業
所
と
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
係
争
情
報
が
、
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本
件
条
例
六
条
三
号
所
定
の
「
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
法
人
等
の
正
当
な
事
業
活
動
に
著
し
い
不
利
益
を
与
え
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
」
で
あ
る
か
否
か
で
あ
り
、
ま
た
、
と
り
わ
け
一
般
廃
棄
物
に
係
る
法
人
情
報
の
開
示
に
つ
き
「
著
し
い
不
利
益
を
与
え
る
」
に

関
す
る
解
釈
基
準
が
問
題
と
な
る
。

　

な
お
、
本
件
と
類
似
の
事
案
と
し
て
は
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
届
出
や
産
業
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
申
請
書
等
の
開
示
が
争
わ

れ
た
事
案
に
お
け
る
一
九
九
七
年
津
地
裁
判
（
一
九
九
七
﹇
平
九
﹈・
六
・
一
九
）
が
あ 
る 
。
同
判
決
で
は
、
施
設
設
置
の
届
出
や
産

（
５
）

業
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可
申
請
の
た
め
の
申
請
書
等
に
つ
い
て
、
社
会
的
公
益
性
か
ら
開
示
を
命
ず
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
件

事
案
は
一
般
廃
棄
物
に
か
か
る
情
報
公
開
訴
訟
で
あ
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。

1　

本
件
条
例
六
条
三
号
に
つ
い
て

　

本
件
判
決
に
お
い
て
示
さ
れ
た
本
件
条
例
六
条
三
号
の
「
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
法
人
等
の
正
当
な
事
業
活
動
に
著
し
い
不
利

益
を
与
え
る
」
に
関
す
る
解
釈
は
、
次
の
二
つ
の
先
例
を
踏
襲
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

一
つ
は
、
大
阪
府
水
道
部
懇
談
会
議
費
情
報
公
開
請
求
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
三
小
判
一
九
九
四
﹇
平
六
﹈・
二
・ 
八 
）
で
あ
る
。
同

（
６
）

判
決
は
、
法
人
等
の
情
報
の
開
示
に
関
連
し
て
大
阪
府
水
道
部
が
懇
談
会
の
内
容
・
相
手
方
を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
大
阪
府
情
報
公

開
条
例
八
条
一
号
の
「
正
当
な
利
益
を
害
す
る
」
に
該
当
す
る
か
否
か
を
判
断
し
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
支
障
が
生
ず
る
の
か
を
被

告
府
側
が
立
証
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
し
て
原
判
決
を
支
持
し
て
非
開
示
を
認
め
な
か
っ
た
判
例
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
本
件
と
類

似
の
事
案
で
あ
る
産
業
廃
棄
物
処
分
場
に
係
る
情
報
公
開
訴
訟
に
お
け
る
前
掲
津
地
裁
判
決
で
あ 
る 
。
同
判
決
は
、「
情
報
が
開
示
さ

（
７
）

れ
た
場
合
、
事
業
者
の
競
争
上
の
地
位
等
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
に
対
し
抽
象
的
な
不
利
益
の
お
そ
れ
が
あ
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
客

観
的
か
つ
具
体
的
な
侵
害
の
危
険
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
た
裁
判
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
先
例
で
は
、
開
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示
に
よ
っ
て
法
人
に
生
ず
る
不
利
益
発
生
に
つ
い
て
、
客
観
的
な
具
体
的
危
険
性
と
い
う
解
釈
基
準
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　

本
件
判
決
も
先
例
と
同
様
に
、
本
件
係
争
情
報
の
適
用
除
外
の
法
人
情
報
（
本
件
条
例
六
条
三
号
）
該
当
性
の
判
断
に
お
い
て
、「
公

開
す
る
こ
と
に
よ
り
現
実
に
不
利
益
を
与
え
る
蓋
然
性
な
い
し
危
険
性
が
具
体
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
、
こ
れ
を
理
由

に
非
開
示
と
す
る
た
め
に
は
相
当
強
い
蓋
然
性
の
根
拠
を
要
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
」
と
し
て
、
不
利
益
発
生
の
「
蓋
然
性
」

な
い
し
「
危
険
性
」
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
立
証
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
本
件
条
例
と
先
例
に
お
け
る
条
例
の
法
人
情
報

に
関
す
る
規
定
の
文
言
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、「
著
し
い
不
利
益
」
の
解
釈
を
み
る
限
り
、
本
件
判
決
は
先
例
を
踏
襲
し
、
そ
の
延

長
上
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
件
判
決
は
、
本
件
条
例
六
条
三
号
「
著
し
い
不
利
益
」
の
解
釈
に
際
し
て
「
守
口
市
情
報
公
開
制
度
手
引
書
」

を
参
照
し
つ
つ
、「
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
現
実
に
不
利
益
を
与
え
る
蓋
然
性
な
い
し
危
険
性
が
具
体
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
必
要
」

と
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
「
非
公
開
と
す
る
た
め
に
は
相
当
強
い
蓋
然
性
の
根
拠
を
要
す
る
」
と
論
ず
る
。
こ
の
よ
う
に
「
相
当
強
い

蓋
然
性
」
の
立
証
を
被
告
に
求
め
た
本
件
判
決
は
、
先
例
の
客
観
的
な
具
体
的
危
険
性
と
い
う
解
釈
基
準
に
比
べ
て
よ
り
厳
格
な
基
準

を
採
用
し
、
本
件
係
争
情
報
の
非
開
示
を
認
め
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

2　

争
点
一
に
つ
い
て

　

守
口
市
が
示
し
た
争
点
一
の
非
開
示
理
由
は
、
本
件
係
争
情
報
で
あ
る
「
事
業
所
名
」
及
び
「
所
在
地
」
が
公
開
さ
れ
る
と
、
一
般

廃
棄
物
収
集
運
搬
業
者
の
許
可
申
請
者
間
の
公
正
な
競
争
の
条
件
が
侵
害
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
の
検
討
に
あ
た

り
、
本
件
判
決
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
事
業
所
の
規
模
や
大
ま
か
な
事
業
内
容
を
知
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
一
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般
廃
棄
物
の
量
を
一
定
程
度
…
排
出
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
否
か
を
う
か
が
え
る
」
の
で
あ
り
、
ま
た
、「
公
開
さ
れ
た
資
料
や
建
物

の
外
観
等
に
よ
り
把
握
で
き
る
各
事
業
所
の
規
模
や
大
ま
か
な
事
業
内
容
か
ら
、
一
般
廃
棄
物
を
一
定
程
度
以
上
排
出
す
る
可
能
性
の

あ
る
事
業
所
を
概
ね
把
握
し
、
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
推
認
さ
れ
る
」
と
指
摘
し
、
前
述
の
本
件
条
例
六
条
三

号
の
「
著
し
い
不
利
益
」
の
厳
格
な
解
釈
基
準
を
踏
ま
え
て
、「
特
定
の
事
業
所
の
一
般
廃
棄
物
排
出
量
が
一
日
当
た
り
1
0
0
キ
ロ

グ
ラ
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
当
該
事
業
所
と
の
契
約
獲
得
を
巡
る
不
公
正
な
競
争
が
新
た
に
発

生
す
る
蓋
然
性
な
い
し
危
険
性
が
存
す
る
も
の
と
一
概
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
原
告
の
主
張
に
お
い
て
示
さ
れ
た
が
、
守
口
市
に
お
け
る
許
可
業
者
七
社
は
衛
生
組
合
を
組
織
し
、
相
互
利
益
を
守
り

安
定
経
営
確
保
の
た
め
の
組
合
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
、
同
組
合
の
組
合
員
業
者
間
で
は
事
業
内
容
は
相
互
に
相
当
程
度
既
知
の
事
実
と

な
っ
て
い
る
か
ら
、
本
件
各
公
文
書
が
公
開
さ
れ
た
と
し
て
も
、
同
種
競
争
業
者
と
の
関
係
で
公
正
な
競
争
の
条
件
が
侵
害
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ 
た 
。

（
８
）

　

こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
本
件
判
決
が
論
ず
る
よ
う
に
、
本
件
係
争
情
報
と
そ
れ
に
関
連
す
る
一
般
廃
棄
物
排
出
量
と
い
っ
た

実
質
的
に
は
公
知
と
な
っ
て
い
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
開
示
し
た
と
し
て
も
「
著
し
い
不
利
益
」
が
生
ず
る
客
観
的
な
具
体

的
危
険
性
の
「
相
当
の
強
い
蓋
然
性
」
は
見
出
せ
な
い
と
い
え
よ
う
。

3　

争
点
二
に
つ
い
て

　

守
口
市
が
示
し
た
争
点
二
に
関
す
る
非
開
示
理
由
は
、
本
件
係
争
情
報
で
あ
る
「
事
業
所
名
」
及
び
「
所
在
地
」
の
公
開
に
よ
っ
て
、

当
該
事
業
所
が
環
境
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
な
い
と
か
、
関
心
を
寄
せ
て
い
な
い
と
の
批
判
を
受
け
、
い
わ
れ
の
な
い
風
評
を
流
さ
れ

当
該
事
業
所
の
社
会
的
評
価
が
低
下
し
、
消
費
者
に
よ
る
不
買
運
動
等
が
生
ず
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
な
が
ら
、
本
件
判
決
は
、
公
開
に
よ
る
社
会
的
評
価
の
低
下
に
つ
い
て
「
一
般
廃
棄
物
を
多
量
に
排
出
す
る
か
否
か
は
、
当

該
事
業
所
の
規
模
や
業
種
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
本
件
条
例
六
条
三
号
の
解
釈
基
準

を
踏
ま
え
て
、
消
費
者
に
よ
る
不
買
運
動
等
の
蓋
然
性
な
い
し
危
険
性
が
具
体
的
に
存
す
る
と
は
言
え
な
い
と
の
判
断
を
行
い
、
こ
こ

で
も
守
口
市
の
主
張
が
抽
象
的
な
危
険
性
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　

確
か
に
、
本
件
各
公
文
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
住
民
が
実
際
に
事
務
所
の
規
模
や
業
種
を
視
認
す
る
こ
と
で
、

一
日
当
た
り
1
0
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
過
し
て
一
般
廃
棄
物
を
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
認
識
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
係
争

情
報
の
開
示
は
事
業
所
の
社
会
的
評
価
の
低
下
に
必
ず
し
も
直
結
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
本
件
判
決
が
論
ず
る
よ
う
に
、
守
口
市
の

主
張
は
抽
象
的
で
あ
る
と
い
え
よ 
う 
。

（
９
）

　

な
お
、
争
点
二
に
つ
い
て
は
、
農
薬
が
検
出
さ
れ
た
商
品
名
に
関
す
る
記
録
の
開
示
が
事
業
者
の
競
争
上
の
地
位
を
損
な
う
こ
と
を

理
由
と
し
て
非
開
示
決
定
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
そ
の
取
消
し
が
求
め
ら
れ
た
事
案
が
参
考
に
な
ろ
う
。
当
該
事
案
に
お
い
て
、

東
京
地
判
（
一
九
九
四
﹇
平
六
﹈・
一
一
・
一
�
）
は
、
情
報
の
開
示
よ
っ
て
法
人
の
競
争
上
の
地
位
が
具
体
的
に
侵
害
さ
れ
る
場
合

に
つ
い
て
、「
客
観
的
に
明
白
な
場
合
」
で
あ
る
こ
と
と
、「
当
該
情
報
の
内
容
・
性
質
を
始
め
と
し
て
、
法
人
等
の
事
業
内
容
、
当
該

情
報
が
事
業
活
動
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
る
か
等
の
諸
般
の
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
判
断
す
べ
き
」
と
示
し
て
い
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
同
判
決
は
、
商
品
の
販
売
は
事
業
者
が
情
報
を
積
極
的
に
開
示
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
こ
と
、
流
通
し
て
い
る
商

品
情
報
を
秘
匿
す
る
事
業
者
の
合
理
的
理
由
は
な
い
こ
と
、
市
場
で
販
売
、
流
通
し
て
い
る
商
品
の
品
質
・
性
状
に
つ
い
て
消
費
者
が

調
査
分
析
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
公
開
に
よ
り
消
費
者
が
他
の
事
業
者
の
商
品
の
品
質
・
性
状
を
比
較
し
て
、
事
業
者
の

商
品
の
販
売
力
や
収
益
に
不
利
益
が
生
じ
て
も
当
該
商
品
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
不
開
示
決
定
を
取
消
し
て
い

る
。

（　

）
10五
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前
掲
東
京
地
判
は
、
事
業
者
の
商
品
情
報
の
性
質
の
ほ
か
当
該
情
報
が
具
体
的
状
況
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
か
を
考

慮
し
て
不
買
運
動
の
蓋
然
性
に
つ
い
て
判
断
す
る
�
、
本
件
判
決
も
、
一
般
廃
棄
物
排
出
量
に
つ
い
て
は
、
事
業
所
の
規
模
と
業
種
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
ま
た
市
民
が
確
認
で
き
る
情
報
で
あ
る
こ
と
、
本
件
係
争
情
報
の
開
示
に
よ
り
風
説
や
事
業
所
の
社
会
的
評

価
の
低
下
の
蓋
然
性
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
係
争
情
報
の
性
質
や
当
該
情
報
が
事
業
者
の
具
体
的
状
況
に
お
い
て
い
か
な

る
意
味
を
も
つ
も
の
か
を
考
慮
し
た
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
、
争
点
二
の
判
断
は
前
掲
東
京
地
判
の
延
長

上
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

4　

争
点
三
に
つ
い
て

　

守
口
市
が
示
し
た
争
点
三
の
非
開
示
理
由
は
、「
事
業
所
に
と
っ
て
は
許
可
申
請
手
続
等
に
つ
い
て
関
与
し
え
な
い
状
況
下
で
、
多

量
排
出
業
者
と
し
て
事
業
所
名
を
公
開
す
る
こ
と
は
、
一
般
廃
棄
物
運
搬
処
理
業
の
許
可
申
請
業
者
と
事
業
者
と
の
信
頼
関
係
を
失
わ

せ
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
本
件
判
決
は
、「
信
頼
関
係
を
失
わ
せ
る
」
か
否
か
の
判
断
に
際
し
て
、

ま
ず
「
一
般
廃
棄
物
を
多
量
に
排
出
す
る
か
否
か
は
、
当
該
事
業
所
の
規
模
や
業
種
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
」
と
指
摘
す
る
。
こ
の

指
摘
に
つ
い
て
は
、
争
点
二
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
住
民
が
実
際
に
事
務
所
の
規
模
や
業
種
を
実
際
に
見
る
こ
と
で
、
多
量
の
一
般
廃

棄
物
を
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
事
業
で
あ
る
か
否
か
を
認
識
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
本
件
係
争
情
報
を
開
示
す
る
と
し
て
も
、

そ
れ
に
よ
り
風
説
に
よ
り
社
会
的
評
価
が
低
下
す
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
か
か
る
指
摘
を
踏
ま
え
て
、
本
件
判
決
は
、
本
件
条
例
六
条
三
号
の
解
釈
基
準
に
よ
り
、「
事
業
所
名
及
び
そ
の
所

在
地
を
公
開
す
る
こ
と
が
、
直
ち
に
…
許
可
申
請
業
者
と
当
該
事
業
所
と
の
信
頼
関
係
を
失
わ
せ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
」
と
の
結
論

に
至
る
が
、
か
か
る
判
断
を
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
守
口
市
の
非
開
示
理
由
は
抽
象
的
な
お
そ
れ
を
述
べ
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
。 

（　

）
11が

第21巻３・４号―― 50



お
わ
り
に

　

本
件
判
決
で
は
主
に
三
つ
の
争
点
で
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
�
、
こ
れ
ら
各
争
点
の
判
断
で
特
徴
的
な
の
は
、
前
示
の
と
お
り
本
件

条
例
六
条
三
号
の
「
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
法
人
等
の
正
当
な
事
業
活
動
に
著
し
い
不
利
益
を
与
え
る
」
か
否
か
の
判
断
に
お
い

て
、
客
観
的
な
具
体
的
危
険
性
に
加
え
て
「
相
当
強
い
蓋
然
性
」
の
立
証
を
被
告
に
求
め
る
厳
格
な
解
釈
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
�
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
件
判
決
で
は
、
か
か
る
解
釈
基
準
が
用
い
ら
れ
た
理
由
が
不
明
確
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
廃
棄
物
の
収
集

運
搬
業
お
よ
び
一
般
廃
棄
物
を
多
量
に
排
出
す
る
事
業
所
に
係
る
法
人
情
報
の
社
会
的
公
益
性
や
、
当
該
法
人
情
報
の
公
開
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
の
衡
量
に
よ
り
、
前
者
が
上
回
る
と
の
判
断
が
判
決
中
に
明
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、「『
非
公
開
と

す
る
必
要
性
と
、
公
開
と
す
る
こ
と
の
公
益
性
と
の
比
較
衡
量
に
よ
り
、
い
ず
れ
の
重
要
度
が
高
い
と
判
断
さ
れ
る
か
』
と
い
っ
た
諸

点
に
つ
い
て
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
旨
の
答
申
趣
旨
が
記
載
さ
れ
る
」
と
守
口
市
作
成
の
手
引
書
を
引
用
す
る
に
留
ま
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
種
の
事
案
の
前
掲
津
地
判
に
お
い
て
は
、「
産
業
廃
棄
物
処
理
事
業
の
運
営
態
様
如
何
が
周
辺
住
民
等
の
健
康
そ

の
他
の
生
活
上
の
利
益
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
危
険
性
が
あ
る
こ
と
は
軽
視
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
産
業
廃
棄
物
処
理
行
の
対
象
と
な

る
廃
棄
物
の
種
類
・
量
や
処
理
方
法
等
運
営
に
関
す
る
情
報
は
出
来
る
か
ぎ
り
開
示
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
が
な
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
廃
棄
物
処
理
業
の
社
会
的
な
特
質
お
よ
び
情
報
の
公
益
性
が
説
明
さ
れ
て
お
り
、
開
示
を
命
ず
る
際
に
説

得
力
を
も
つ
と
い
え
る
。

　

一
般
廃
棄
物
は
、
産
業
廃
棄
物
に
比
べ
て
生
命
と
健
康
に
及
ぼ
す
危
険
性
が
低
い
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
環
境
ホ
ル
モ
ン
や

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
に
よ
る
生
態
系
へ
の
影
響
の
み
な
ら
ず
人
体
へ
の
健
康
被
害
の
問
題
と
の
関
連
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事

情
か
ら
、
近
年
で
は
、
一
般
廃
棄
物
の
処
理
を
め
ぐ
り
、
家
庭
や
事
業
所
か
ら
排
出
さ
れ
た
一
般
廃
棄
物
の
有
料
化
や
処
分
料
の
値
上

（　

）
12が

（　

）
13る
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と
い
っ
た
行
政
に
よ
る
廃
棄
物
削
減
の
取
組
み
に
よ
る
環
境
保
護
政
策
の
ほ
か
、
ゴ
ミ
分
別
方
法
の
見
直
し
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
や
生
ご

み
の
資
源
化
、
あ
る
い
は
リ
サ
イ
ク
ル
に
よ
っ
て
循
環
型
社
会
を
目
指
す
な
ど
、
市
民
と
行
政
に
よ
る
環
境
保
護
の
取
り
組
み
が
実
施

さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
動
き
の
な
か
で
、
本
件
判
決
が
係
争
情
報
の
開
示
を
認
め
た
意
義
は
大
き
い
が
、
た
だ
、
産
業
廃
棄
物
に
係
る

情
報
公
開
訴
訟
よ
り
厳
し
い
解
釈
基
準
を
適
用
す
る
理
由
が
本
件
判
決
に
欠
け
て
い
る
た
め
、
結
論
に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
ざ
る
を
え

な
い
。

（
１
） 
 
判
例
評
釈
と
し
て
、
佐
伯
彰
洋
＝
黒
坂
則
子
「
一
般
廃
棄
物
多
量
排
出
事
務
所
リ
ス
ト
情
報
公
開
事
件
」
判
例
自
治
二
六
一
号
四
三
‐
四
五

頁
が
あ
る
。

（
２
） 

守
口
市
公
文
書
公
開
条
例
（
平
成
一
一
年
三
月
二
四
日
制
定
/
平
成
一
一
年
守
口
市
条
例
第
三
号
）

（
基
本
原
則
）

第
二
条

　

次
に
掲
げ
る
基
本
原
則
は
、
こ
の
条
例
の
解
釈
、
運
用
に
お
け
る
指
針
と
す
る
。

　
（
一
）
市
の
保
有
す
る
情
報
は
、
本
市
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
市
民
の
た
め
の
財
産
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
、
す
べ
て
の
情
報
は
原
則

的
に
公
開
で
あ
り
、
非
公
開
は
、
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
る
も
の
と
す
る
。

（
二
）
な
い
し
（
三
）　

省
略

（
公
開
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
公
文
書
）

第
六
条

　

実
施
機
関
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
公
文
書
に
つ
い
て
は
、
当
該
公
文
書
の
公
開
を
し
な
い
こ
と

が
で
き
る
。

（
一
）
な
い
し
（
二
）　

省
略

（
三
）
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
法
人
そ
の
他
の
団
体
又
は
事
業
を
営
む
個
人
（
以
下
「
法
人
等
」
と
い
う
。）
の
当
該
事
業
に
関
す
る
情
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報
で
あ
っ
て
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
法
人
等
の
正
当
な
事
業
活
動
に
著
し
い
不
利
益
を
与
え
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。
た
だ
し
、
次
に

掲
げ
る
情
報
を
除
く
。

ア　

人
の
生
命
又
は
身
体
を
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報

イ　

人
の
財
産
等
に
著
し
い
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
情
報 

（
３
） 

廃
棄
物
処
理
法
に
よ
る
と
、「『
廃
棄
物
』
と
は
、
ご
み
、
粗
大
ご
み
、
燃
え
殻
、
汚
泥
、
ふ
ん
尿
、
廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア
ル
カ
リ
、
動
物
の

死
体
そ
の
他
の
汚
物
又
は
不
要
物
で
あ
っ
て
、
固
形
状
又
は
液
状
の
も
の
（
放
射
性
物
質
及
び
こ
れ
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
除
く
。）」（
同

法
二
条
一
項
）
と
さ
れ
、
さ
ら
に
一
般
廃
棄
物
と
産
業
廃
棄
物
に
分
類
さ
れ
る
と
す
る
。
同
条
四
項
で
は
、
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
規
定
し
、

「
事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
じ
た
廃
棄
物
の
う
ち
、
燃
え
殻
、
汚
泥
、
廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア
ル
カ
リ
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
そ
の
他
政
令
で
定
め

る
廃
棄
物
」
が
該
当
す
る
。
同
条
二
項
に
お
い
て
、
そ
れ
以
外
の
廃
棄
物
が
一
般
廃
棄
物
と
さ
れ
、
具
体
的
に
は
一
般
家
庭
の
日
常
生
活
に
伴
っ

て
生
じ
た
廃
棄
物
を
指
す
と
さ
れ
る
。

（
４
） 

例
え
ば
、
朝
日
新
聞
二
〇
〇
八
年
九
月
一
五
日
付
﹇
岐
阜
県
版
﹈
で
は
、
水
源
汚
染
の
懸
念
の
か
ら
木
曽
川
沿
い
の
一
般
廃
棄
物
処
分
場
の

建
設
に
対
す
る
周
辺
住
民
の
反
対
集
会
が
開
か
れ
た
と
あ
り
、
ま
た
、
朝
日
新
聞
二
〇
〇
九
年
九
月
一
〇
日
付
﹇
三
重
県
版
﹈
で
は
、
い
な
べ

市
藤
原
町
鼎
の
市
藤
原
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
地
下
水
か
ら
基
準
値
の
三
・
五
倍
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
が
検
出
さ
れ
た
と
あ
る
。

（
５
） 

判
例
集
未
登
載
。
判
例
評
釈
と
し
て
、
例
え
ば
、
三
宅
弘
「
産
業
廃
棄
物
施
設
の
情
報
公
開
」
法
時
七
三
巻
二
号
五
二
‐
五
三
頁
、
曽
和
俊

文
「
産
業
廃
棄
物
処
理
行
政
と
情
報
公
開
」
ジ
ュ
リ
№
一
一
二
〇
・
五
九－

六
五
頁
を
参
照
。

（
６
） 

民
集
四
八
巻
二
号
二
五
五
頁
、
判
時
一
五
九
四
号
五
六
頁
、
判
タ
九
三
三
号
九
〇
頁 
。

（
７
） 

前
掲
注
（
５
）。
な
お
、
三
重
県
情
報
公
開
条
例
八
条
二
号
は
、「
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
以
下
「
法
人
等
」

と
い
う
）
に
関
す
る
情
報
又
は
事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
法
人
等
又
は
当
該

個
人
の
競
争
上
の
地
位
そ
の
他
正
当
な
利
益
を
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
に
つ
い
て
は
開
示
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
、「
明
ら
か
に
」

あ
る
い
は
「
著
し
く
」
と
い
う
文
言
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
解
釈
に
際
し
て
「
客
観
的
か
つ
具
体
的
な
侵
害
の
危
険
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
」
と
解
し
て
、
適
用
除
外
の
法
人
情
報
の
該
当
性
を
厳
格
に
解
し
て
い
る
。

（
８
） 

判
例
自
治
二
五
一
号
五
三
頁
以
下
の
匿
名
解
説
。

（
９
） 

比
較
的
規
模
の
小
さ
い
事
務
所
も
多
量
の
一
般
廃
棄
物
を
排
出
す
る
場
合
も
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
多
量
排
出
者
リ
ス
ト
が
公
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開
さ
れ
る
と
当
該
事
業
者
の
社
会
的
評
価
が
低
下
す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
、
と
の
指
摘
も
あ
る
。
佐
伯
＝
黒
坂
・
前
掲
注
（
１
）
四
四

頁
を
参
照
。

（　

） 

判
時
一
五
一
〇
号
二
七
頁
。

10
（　

） 

木
村
�
麿
「
都
の
商
品
検
査
に
よ
り
農
薬
が
顕
出
さ
れ
た
商
品
情
報
に
つ
い
て
の
非
公
開
決
定
が
取
り
消
さ
れ
た
事
例
」
ジ
ュ
リ
№
一
〇
六

11

七
・
一
二
二
頁
。

（　

） 

な
お
、
本
件
判
決
で
は
他
に
本
件
各
公
文
書
が
、
守
口
市
独
自
の
事
実
調
査
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
一
般
廃
棄
物
の
収
集
運
搬
業
の
許

12

可
申
請
業
者
が
守
口
市
に
許
可
申
請
書
を
提
出
し
た
際
に
添
付
し
た
作
業
対
象
者
名
簿
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
正
確
性
を
担
保

で
き
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
の
不
開
示
の
是
非
が
争
わ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
件
判
決
が
示
す
と
お
り
、
守
口
市
の
ご
み
減

量
推
進
課
が
作
成
し
保
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
正
確
性
が
担
保
さ
れ
な
い
と
い
う
理
由
に
は
合
理
性
を
見
出
せ
な
い
と
い
え
よ
う
。

（　

） 

本
件
判
決
で
示
さ
れ
た
厳
格
な
解
釈
基
準
に
至
ら
な
い
が
、
例
え
ば
、
一
九
九
四
年
東
京
地
判
（
前
掲
注
（　

））
が
示
し
た
、
情
報
の
開
示

13

１０

よ
っ
て
法
人
の
競
争
上
の
地
位
が
具
体
的
に
侵
害
さ
れ
る
か
否
か
の
判
断
基
準
で
あ
る
「
客
観
的
に
明
白
」
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
知
事
交
際

費
の
よ
う
な
、
主
権
者
と
し
て
の
国
民
が
主
権
者
と
し
て
の
権
利
を
行
使
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
開
示
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
際
し
て

意
味
あ
る
基
準
で
あ
り
、
官
公
庁
が
そ
の
権
限
に
基
づ
い
て
収
集
し
た
事
業
者
に
関
す
る
情
報
の
開
示
の
適
否
に
つ
い
て
は
、
開
示
に
よ
っ
て

実
現
さ
れ
る
公
益
と
事
業
者
が
不
利
益
を
蒙
る
か
不
利
益
と
の
比
較
衡
量
を
適
用
す
る
と
の
主
張
も
あ
る
。
平
松
毅
「
農
薬
が
検
出
さ
れ
た
商

品
名
を
明
ら
か
に
す
る
記
録
は
、
情
報
公
開
条
例
の
適
用
除
外
で
あ
る
事
業
者
の
競
争
上
の
地
位
等
が
損
な
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
該

当
し
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」
判
例
評
論
四
三
六
（
判
時
一
五
二
四
）
一
八
七
‐
一
九
〇
頁
を
参
照
。
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